福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領
制定 平成30年7月12日
（最終改正：令和8年6月9日）
（登録・公表の目的）
第１　この要領は、森林所有者、事業発注者等が林業経営者の登録情報を活用して、森林経営の委託先や森林施業の事業実施者を適切に選択できるようにするとともに、林業経営者が自ら進んで事業実行能力等を広く公表することにより、林業経営者間で適切な競争が働く環境整備を行い、もって効率的かつ安定的な林業経営者を育成することを目的とする。
なお、この要領の「林業経営者」とは、自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用する現場作業職員により又は他者への請負（委託）により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている経営者であり、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問わないものとする。
また、この要領により登録・公表された林業経営者は、森林経営管理法（平成３０年６月１日法律第３５号）第３６条の規定に定める経営管理実施権の設定を受けることが出来る民間事業者（意欲と能力のある林業経営者）又は第４４条の規定に定める集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する民間事業者（適合事業者）のいずれか、又は両方に適合するものと見なす。
ただし、当該林業経営者は、いずれに適合することを希望するかについて、申請書（様式第１号）に希望する事業区域を記載して明示するものとする。

（林業経営者の登録）
第２　県内において造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営者で、別に定める登録基準に適合する場合には、知事の登録を受けることができるものとする。
　
（登録の申請）
第３　第２の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、下記の第１号から第１４号を記載した様式第１号による申請書及び様式第２－１号による誓約書を知事に提出するものとする。
　　ただし、様式第１号については、登録申請者が本県における林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第45号）（以下「労確法」という。）第５条の認定を受けた事業主（以下「認定事業主」という。）である場合、改善計画認定申請書又は改善措置実施状況報告に記載されている情報のうち内容に変更のない事項の記載を省略することができるものとする。
　　なお、事業の一部又は全部を他者への請負により実施する登録申請者については、他者への請負に関する誓約書（様式第２－２号）を併せて提出するものとする。
　(1) 基本情報（主たる事務所の所在地、商号又は名称、代表者氏名等）
　(2) 組織に関する情報（職員数等）
　(3) 雇用管理体制に関する情報（雇用管理者の選任、雇用に関する文書の交付、社会・労働保険等
    への加入状況等）
　(4) 技術者・技能者数に関する情報
　(5) 資本装備に関する情報（林業機械保有台数）
　(6) 事業量等に関する情報（素材生産、造林、経営管理対象森林等）
　(7) 事業区域に関する情報
　(8) 主伐後の再造林の確保に関する情報
　(9) 生産管理の取組に関する情報
　(10)原木の安定供給・流通合理化等に関する情報
　(11)造林・保育の省力化・低コスト化に関する情報
　(12)伐採・造林に関する行動規範の策定等に関する情報
　(13)雇用管理の改善と労働安全対策に関する情報
　(14)その他知事が定める情報
２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、登録申請者が本県における認定事業主であり、計画認定申請書の申請時の情報と同じ場合は、第１号から第４号に掲げる書類の提出を省略することができるものとする。
　(1) 登記事項証明書又は住民票
　(2) 県税の納税証明書（県税に未納（課税）がないことの証明）
　(3) 労働者を雇用している場合にあっては、雇用に関して交付している書類（雇用通知書等）の写し及び社会･労働保険等への加入状況が確認できる書類の写し
　(4) 就業規則を制定している場合にあっては、就業規則の写し
　(5) 直近３か年の貸借対照表及び損益計算書（新規設立・参入により直近３か年の財務諸表がない場合は、添付可能な年分の財務諸表を添付すること。なお、財務諸表を提出できない場合又は添付年数が不足する場合には、これに代えて収支計画書その他事業の継続性を確認できる資料を提出すること。）
　(6) 事業実績を証する書類（補助事業又は請負事業で、元請・下請として、完成、引き渡しが完了
　　した事業実績の中から、代表的なもの１件の契約書等の写し。ただし、事業実績は登録申請の前事業年度又は登録申請をしようとする年の１月１日から申請日までのものに限る。）
　(7) 自社で整備した個人情報の取扱いに関する要領等の写し
　(8) 行動規範を作成している場合には、その写し
　(9) その他知事が定める書類
３　知事は、必要に応じ登録申請者に対して情報提供を求めるものとする。
（市町村長による登録推薦）
第４　市町村長は、様式第３号による推薦書及び様式第４号による林業経営者からの同意書に第３に規定する書類を添えて、知事に登録すべき林業経営者を推薦できるものとする。
（登録の実施）
第５　知事は、第３による申請又は第４による推薦があった場合において、当該申請の内容が登録基準に適合すると認めるときは、次に掲げる事項を様式第５号の林業経営者名簿に登録するものとする。
　(1) 第３の第１項第１号から第１４号までに掲げる事項
　(2) 登録番号及び登録年月日
　(3) 登録情報の変更年月日
２　知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を様式第６号により登録申請者に通知する。
３　知事は、第５の第１項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、林業経営者名簿（様式第５号）を県ホームページ上で公表するものとする。
（登録の有効期限）
第６　第５の第１項の登録の有効期限は５年とする。ただし、林業経営者名簿に登録された林業経営
  者（以下「登録経営者」という。）が、第３の第１項又は第２項により記載又は提出を省略して登録を行った認定事業主である場合は、改善計画と同期間とする。
２　登録経営者は、更新を受けることができるものとする。更新は第２から第５の手続に準じる。また、更新する場合、登録期間が満了する日の６か月前から申請できるものとする。
（登録の変更）
第７　登録経営者は、第３の第１項第２号から第１４号に掲げる事項に変更があり、林業経営者名簿に登録されている情報を直近の内容に変更したい場合は、様式第７号に変更後の内容を記載した様式第１号及び第３の第２項で規定する書類のうち変更に係るものを添付し、知事に申請を行うことができる。
２　知事は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が登録基準に適合すると認める
　ときは、その申請があった事項を林業経営者名簿に登録するものとする。
３　前項の規定による登録については、第５の第１項及び第２項の規定を準用する。
（変更の届出）　
第８　登録経営者は、第３の第１項第１号に掲げる事項に変更があったときは、様式第８号に第３の第２項で規定する書類のうち変更に係るものを添付し、知事に届け出るものとする。
２　知事は、第１項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を林業経営者名簿に登録するものとする。
３　前項の規定による登録については、第５の第１項の規定を準用する。
（林業経営者名簿の公表）
第９　知事は、名称と所在地等が記載された様式第５号の林業経営者名簿を、県ホームページ上で公表するものとする。
（実施状況報告）
第１０　第５の規定により登録された林業経営者は、林業経営者名簿に記載した目標に基づく毎事業年度の実施状況について、様式第９号により、事業実施の翌年から目標年までの間、毎年事業の終了後、３か月を超えない日までに知事に報告するものとする。ただし、労確法に基づく認定事業主にあっては、「改善措置実施状況報告書」をもって当該報告に代えることができる。
（実施結果報告）
第１１　第５の規定により登録された林業経営者は、登録期間の最終年度に申請時に掲げた目標等について、様式第１０－１号により登録期間の終了日から３か月を超えない日までに知事に実施結果を報告するものとする。ただし、第６の２に基づき更新を行う林業経営者については、様式第１０－２号により登録更新の申請と併せて報告するものとする。
（登録の取消）
第１２　知事は、登録経営者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
　(1) 登録経営者が個人の場合にあってはその死亡、法人の場合にあってはその消滅、解散等が確認
    された場合
　(2) 登録経営者から様式第１１号による申出があった場合
　(3) 登録の申請又は変更の届出の内容に虚偽の記載が確認された場合
　(4) その他知事が定める場合
２　知事は、前項の規定による登録の取消をしたときは、遅滞なく、その旨を様式第１２号により登録経営者に通知するものとする。ただし、第１項第１号の個人の場合にあってその死亡が確認された場合を除く。
（経過措置）

第１３　この要領の施行以前に林業経営者名簿に登録されていた者（意欲と能力のある林業経営者）が、適合事業者としても登録を希望する場合は、第３の第１項の第１号から第１４号を記載した様式第１号による申請書及び様式第２－１号による誓約書を知事に提出するものとする。
ただし、既に公表されている林業経営者名簿（様式第５号）の情報のうち変更のない事項については、申請書への記載を省略できるものとする。
２　前項の申請書には、第３の第２項の第７号及び第９号の書類を添付するものとする。
３　知事は、前項の規定による申請があった場合において、その内容が適合基準に適合すると認めるときは、その申請があった事項を林業経営者名簿に登録するものとする。
４　前項の規定による登録については、第５の第１項及び第２項の規定を準用する。
　　附 則
この要領は、平成30年7月12日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
　　附 則
この要領は、令和5年8月1日から施行する。
附 則
（施行期日）

第１条　この要領は、令和８年6月9日から施行する。

（経過措置）

第２条　この要領の施行日以前に登録された森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第３６条に規定する意欲と能力のある林業経営者（以下「既存登録経営者」という。）については、その登録の有効期間の満了までの間は、引き続き効力を有する。

（改正後の審査基準の適用）

第３条　この要領の施行日以後に行う登録の審査については、森林経営管理法第３６条に規定する意欲と能力のある林業経営体及び同法第４４条に規定する適合事業者の区分にかかわらず、この要領に定める基準により一体的に行うものとする。

（適合事業者に関する規定の適用）

第４条　改正後の規定のうち、森林経営管理法第４４条に規定する適合事業者に関する事項は、令和８年６月９日以後に開始する公募及び登録の手続から適用する。

（既存登録経営体の取扱い）

第５条　既存登録経営者が適合事業者としての登録を希望する場合は、この要領に基づき改めて申請を行うものとする。

２　前項の申請に係る審査については、第３条の規定を適用する。

３　第１項の規定により適合事業者として登録を受けた場合の登録の有効期間は、当該既存登録経営者の登録の有効期間の満了の日までとする。

様式第２－１号

誓　約　書
平成　　年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

申請者は、林業経営者の登録申請を行うに当たり、下記１～10の事項について誓約します。

記

１　業務に関連して法令に違反し、代表役員等や一般役員等が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときから１年間を経過していない者がいないこと。

２　現在、行政機関から、法令違反、不正の行為等により入札への参加資格の停止や業務停止命令を受けていないこと。

３　現在又は将来にわたって福島県暴力団排除条例（平成２３年３月１８日県条例第５１号。以下「条例」という。）を遵守すること。

４　条例第２条第２項に規定する暴力団員が所属していない又は、暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者がいないこと。
５　下請け先又は再委託先業者について、前項３及び４について該当していないこと。

６　常勤役員や参事等の監督責任にある者を必ず常駐させること。
７　森林所有者又は請負事業者との間で、書面等により取引条件を明示し、契約を締結していること。
８　自社で個人情報の取扱いに関する要領等を整備していること。
９　各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この誓約が虚偽の申告であることが判明した場合において、「意欲と能力のある林業経営者」及び「適合事業者」の登録が取り消されても異議を申し立てません。また、これにより当方に損害が生じた場合も、異議は一切申し立てず、何ら賠償ないし補償を求めません。ただし、貴職に損害が生じたときは、その損害を賠償します。
10　福島県林業経営者に関する情報の登録・公表実施要領第９に基づく様式第５号林業経営者名簿の内容について、県のホームページで公開されることに同意します。

（役員等一覧）

	役職


	（フリガナ）

氏名
	住所

※役員等個人の住所
	生年月日
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備考

１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　記入する役員等については、常駐する方のみで構いません。
様式第２－２号

他 者 へ の 請 負 に 関 す る 誓 約 書
　　年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

申請者は、林業経営者の登録申請を行うに当たり、下記１～５の事項について誓約します。

記

１　伐採・造林に関する行動規範の策定等

　　他者への請負により素材生産又は造林・保育を実施する場合、伐採・造林に関する行動規範の策定を行っている（所属する業界団体、行政が定めた行動規範やガイドラインを遵守することを含む）又は今後策定する計画がある林業経営者への請負に努めます。
２　雇用管理の改善と労働安全対策

他者への請負により素材生産又は造林・保育を実施する場合、雇用管理の改善及び労働安全対策に取り組んでいる又は取り組む計画としている林業経営者への請負に努めます。
３　素材生産の生産量又は生産性の増加

　　他者への請負により素材生産を実施する場合、以下の基準を満たす林業経営者への請負に努めます。

　［基準］生産性について、５年後に概ね２割以上又は３年後に概ね１割以上、現状から増加させる目標を有している林業経営者又は現状において主伐11m3/人日又は間伐８m3/人日に達しており、現状以上となる目標を有している林業経営者。
４　生産管理の取組

　　他者への請負により素材生産を実施する場合、作業日報の作成・分析による進捗、管理、生産工程の見直し、生産システムの改善等により、効率的かつ安定的な生産管理に取り組んでいる又は今後取り組む計画としている林業経営者への請負に努めます。

５　造林・保育の省力化・低コスト化

　　造林・保育のどちらか一方若しくは両方を他者への請負により実施する場合、伐採・造林作業の一貫作業システムの導入、コンテナ苗の使用、低密度植栽、下刈りの省略等の効率的かつ安定的な林業経営を営んでいる又は今後実施する計画としている林業経営者への請負に努めます。
様式第３号

番　　　　　号

年　　月　　日

林業経営者の登録推薦について

　福島県知事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村長

　福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領第４の規定に基づき、下記林業経営者を登録していただきますよう推薦いたします。

記

１　推薦する林業経営者名

２　添付書類

　　様式第４号に基づく同意書及び要領第３に基づく申請書類

様式第４号

年　　月　　日

登録推薦に係る同意書

　関係市町村長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

  福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領第４の規定に基づく林業経営者の登録について市町村から推薦されることに同意します。
様式第６号

林業経営者名簿への登録（変更登録）通知書
番　　　　　号

年　　月　　日

様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県知事

　　　　　　年　　月　　日付けで申請（変更申請）のあったこのことについて、林業経営者名簿に登録（変更登録）したので通知します。なお、登録番号及び登録期間（変更内容）は下記のとおりです。

記

１　登録番号
２　登録期間（変更内容）
様式第７号

林業経営者名簿の変更申請書
年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　　　　　　年　　月　　日付けで登録された林業経営者名簿（登録番号○○－○）について、下記のとおり変更したいので申請します。

記

１．変更事項の内容（別添のとおり）

２．変更の理由

様式第８号

林業経営者名簿の変更届出書
年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　　　　　　年　　月　　日付けで登録された林業経営者名簿（登録番号○○-○）について、下記のとおり変更したいので届け出ます。

記

１．変更事項の内容（別添のとおり）

２．変更の理由

様式第９号

実施状況報告書
年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　　　　　　年　　月　　日付けで登録された林業経営者情報（登録番号○○-○）について、福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領第１０に基づき実施状況報告書（　年次）を別紙のとおり提出します。

様式第１０－１号

実施結果報告書
年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　　　　　　年　　月　　日付けで登録された林業経営者情報（登録番号○○-○）について、福島県意欲と能力のある林業経営者及び適合事業者登録・公表実施要領第１１に基づき実施結果報告書を別紙のとおり提出します。

様式第１１号

林業経営者名簿の登録取消について
年　　月　　日

　福島県知事　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名

　　　　　　年　　月　　日付けで登録された林業経営者名簿（登録番号○○－○）について、下記の理由により登録を取り消したいので、申し出ます。

記

１．登録取消の理由

様式第１２号

林業経営者名簿の登録取消通知書
番　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県知事

　　　　　　年　　月　　日付けで登録した林業経営者名簿（登録番号○○－○）は、下記の理由により、その登録を取り消したので通知します。

記

取消の理由

